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県の組織等の見直しについて（知事部局） 

平成２２年１１月１０日 
千葉県総務部総務課 
電話： 043-223-2038 

 
平成２３年度の県の組織等について、県民にわかりやすく、より機動的

な組織体制を構築するとともに、責任と権限を明確にした組織や職制と 

することを基本に見直しを進めています。 
 

 

１ 千葉県行政組織条例の一部改正関係について（12 月定例県議会提案予定） 

（１）防災危機管理監の新設 

総務部から危機管理の総合調整並びに消防及び防災に関する業務

を分離し、新たに「防災危機管理監」（部相当）を設置します。 

 

（２）国体・全国障害者スポーツ大会局の廃止 

第65回国民体育大会及び第10回全国障害者スポーツ大会の終了に

伴い、国体・全国障害者スポーツ大会局を廃止します。 

 

（３）出先機関の改組及び名称変更等 

県民にわかりやすい名称や組織等とするため、出先機関の改組や 

名称変更等を行います。 

① 地域振興事務所 

市町村等との連携強化を図るため、地域の観光振興業務等を  

新たに所掌するとともに、県民にわかりやすい名称や組織とする 

ため、県民センターの内部組織である事務所を単独事務所化し、  

同センター及び事務所の名称を地域振興事務所に改めます。 
 
         【22 年度】         【23 年度】 
        ５県民センター     ⇒  １０地域振興事務所 

５事務所      

 

② 農業事務所 

より効率的・効果的な森林施策の推進を図るため、農林振興   

センターの林業関係業務を林業事務所に集約化し、同センターの 

名称を農業事務所に改めます。 
 

【22 年度】         【23 年度】 

        １０農林振興センター  ⇒  １０農業事務所 
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③ 土木事務所等 

県民にわかりやすい名称や組織とするため、地域整備センターの

内部組織である事務所をそれぞれの業務ごとに単独事務所化し、 

同センター及び事務所の名称を土木事務所、港湾事務所及び区画 

整理事務所に改めます。 
【22 年度】         【23 年度】 

１１地域整備センター        １５土木事務所 

    ５整備事務所   ⇒     

３港湾事務所         ３港湾事務所 

２区画整理事務所       ３区画整理事務所 

 

２ 条例事項以外の見直しについて 

（１） 県土整備部に「都市整備局」を設置 

  ① 組織規模の大きい県土整備部については、都市整備関係の分野に
おける責任と権限を明確にし、より迅速で機動的な対応を図るため、

「都市整備局」を設置します。 
  ② 都市整備局の設置に伴い、「まちづくり担当部長」は廃止します。 
  ③ 都市整備局長は県議会での答弁を想定しています。 
 
（２） 健康福祉部に「保健医療担当部長」を配置 

  ① 組織規模の大きい健康福祉部については、保健医療に関する業務
を部内横断的に担当し、より適切な対応を図るため、「保健医療  

担当部長」を配置します。 
  ② 保健医療担当部長は県議会での答弁を想定しています。 
 
（３） 上記以外 

① 保健医療担当部長以外にも、県の重要課題に関する個別具体の  
施策推進のため、特に必要な場合は「担当部長」を配置します。 

なお、保健医療担当部長以外の担当部長は県議会での答弁は想定

していません。 
 

   （総合企画部）千葉の魅力・交通担当部長 （商工労働部）観光担当部長 
    （農林水産部）流通販売担当部長 （県土整備部）災害・建設業担当部長 

 
  ② 現在配置している「理事」、「参事」及び「技監」は、原則廃止    

します。 
 

※現在配置している理事（８名） 
総務部１、総合企画部２、健康福祉部１、商工労働部１、農林水産部１、県土整備部２ 

※現在配置している参事及び技監（１０名） 
総務部２、総合企画部１、健康福祉部１、商工労働部２、農林水産部１、県土整備部３ 
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  ③ 「課」以下の組織については、現在検討中ですが、 

ア 「課」については、わかりやすい名称とするため、課相当の室
の名称を課に変更 

イ 「課内組織」については、責任体制の明確化、チェック機能の
強化及び職員のマネジメント能力の向上を図るため、班長制の 

導入や係長の配置 
等について検討を行っています。 

 
県の組織等の見直し全体については、平成 23 年度当初予算と 

併せて公表する予定です。 


